
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
第142 号 

令和３年 1１月 15 日 発行者 

（一社）那覇青色申告会 

〒900-0021 

那覇市泉崎 1-13-23 2 階 

TEL：098-868-8218 

FAX：098-868-1094 

e-mail：info@naha-aoiro.jp 

青申会事務局の年末・年始の業務について・・ 
 年末最終相談日 令和３年１２月２７日（月） 
 新年相談開始日 令和４年 １月 ５日（水） 

※令和３年１２月２８日（火）は「大掃除」、令和４年１月 

４日（火）は、確定申告前の「職員研修」の為、個別相談 

依頼についてはご遠慮願います。ご了承下さい。 

今年もやります！ 

「決算期事前個別相談会」 
日 時 令和３年１２月１日（水）～２７日（月）※土日祝祭日を除く通常営業日 
 

「確定申告事前個別相談会」 
日 時 令和４年 １月５日（水）～２０日（木）※土日祝祭日を除く通常営業日 

各相談会受付時間 午前 9 時～11 時・午後 1 時～4 時（１時間ごとの個別相談） 

【お持ちいただくもの】 

○年末調整手続きの方・・従業員の給与明細書や生命保険・健康保険・国民年金等の資料、扶養者の氏名、 

生年月日の事前確認など所得控除に関するもの、及び税務署から届いた封筒など。 
 

○会計ソフト使用者・・記帳データ、過去の申告書（控）。 

※他社会計ソフト使用者は、ご自身のＰＣ等を持参願います。 
 

○減価償却の計算や、その他特殊事情がある方・・その関連資料等 
 

※予約先着順の為、ご希望の日時を予約できない場合がございます。 

※ご来局による事務局への入室の際には、「マスク着用」「手指消毒」 

「体温測定」をお願いしております。ご協力下さい。 

※体調がすぐれない場合には、来局をお控え下さい。 

※別件のイベント等を行う際には、「個別相談」自体お断りする場合 

がございます。事前に事務局までお問い合わせ下さい。 
 

会 場 （一社）那覇青色申告会 研修室 

電 話 （098）868-8218 

※ご予約の際に「相談内容」をお伝えいただければ助かります。 

ご協力をよろしくお願いいたします。 

① 

 早期提出にご協力頂き 

感謝申し上げます。 

※会計ソフトを使用されている方 

について、確定申告手続きでの 

決算書等の修正では、「帳簿デー 

タ」を修正しないと反映されな 

い事も多いです。この期間に入 

力確認を行いましょう。 

（事前確認でスッキリ解決です。） 
 

※消費税の確定申告がある方につい 

ては、売上・経費の部分で「区分 

集計（軽減税率８％・通常税率 

１０％）」を行っていないと、消 

費税の確定申告自体 

ができません。 

区分集計をしていない 

方は、この時期にでも 

区分集計の仕方を学び 

ましょう。 

（事前相談でスッキリ安心です。） 

事前相談会（予約制） 
会計ソフト「ブルーリターンＡ」の入力チェックなど。 

従業員の 
「年末調整」！ 

減価償却費の計算、 
消費税関係、または 
その他特殊事情！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個別相談へのご参加は完全予約制です。

お電話にてお申し込み下さい。 

℡ （098）868-8218  
《事務局には専用駐車場はございません。 

お近くの有料駐車場等をご利用下さい。》 

☆土地・建物等の売却のある方（譲渡所得申告） 

 土地・建物等の売却（譲渡所得）の申告については、特別な計算や特例等があり、複雑で税額にも影響

がある事から、委託税理士が担当致します。（予約制・別途料金） 

☆「住宅購入」「ふるさと納税・医療費控除」等その他特殊事情のある方 

 「住宅借入金控除」については、近年、登記名義や物件内容の多様化（共有名義・中古物件・自宅兼事

業所など）により「複雑化」してきています。また、「ふるさと納税」や「医療費控除」等については、

「電子申告」を行う場合には「添付省略」となりますが、その為には「データ化」しなくてはならず、相

当な時間がかかる場合があります。「確定申告」をスムーズに終わらせる為にも、必ず 12 月・1 月中の

「個別相談」等のご利用をお願いします。 

☆「ブルーリターンＡ2022」へのバージョンアップについて 
ダウンロード版ブルーリターンＡ（以下ＤＬ版ＢＲＡ）へ移行済の方は、令和４年 1 月上旬～配信予定

です。「ＢＲＡスタートメニュー」で表示され、ＢＲＡ起動時に自動ダウンロードされます。 

ＤＬ版ＢＲＡへ移行していない方は、１月中旬に「ＣＤ－ＲＯＭ」での郵送を予定しており、 

到着後にインストールをお願いします。ダウンロード及びインストール終了後、 

引き続きの入力でも新バージョンを起動してお使い下さい。 

（入力途中でダウンロード・インストールを行ってもデータは消えません。） 

☆確定申告時の対応について 
 確定申告期間中は、原則「入力データチェック等」は行いません。出来るだけ、12 月・1 月中の 

「個別相談」での指導を受けて頂きますようご協力をお願い致します。 

会計ソフト「ブルーリターンＡ」ご利用の皆様へ 

新型コロナウイルスの影響を受けた個人事業者に対する支援策で、国から支給される「持続化給付金」

「一時支援金」「月次支援金」や、感染防止対策での休業・時短営業の要請により支給を受けた「休業・時

短営業協力金・支援金」などについては、「減収補填」の為「雑収入」。また、「家賃支援給付金」「雇用調

整助成金」「小学校休業等対応支援金（事業所側）」などについては、「経費補填」の為、実際に支払った

金額が必要経費（地代家賃や給与賃金）、支給を受けた金額が 

「雑収入」となります。 

確定申告の際には、青色申告決算書２ページ目・月別売上欄の 

「雑収入」へ記載（収支内訳書では「その他の収入」欄）して 

区分した方が分かりやすくなります。 

一方、課税対象とならない給付金等もありますので、 

事前に給付元である国、地方自治体などへご確認下さい。 

持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金、各自治体からの協力金など・・・ 

個人事業者の確定申告では「雑収入」となります。 

「土地・建物等及び株式等の売却」や「住宅購入」「ふるさと納税」など 
その他特殊事情のある方への確定申告時の対応について 

な
る
ほ
ど
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こ
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LINE アカウント 

スタッフブログ 

最
新
の
情
報
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届
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し
ま
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LINE 公式アカウント  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 検  討  事  項 チェック欄 

売 上 

①昨年すでに売上に計上した売掛金・未収入金などが今年も売上に計上されて

いませんか。 
※ 

②今年末までにまだ入金されていない売掛金・未収入金などは、売上に計上さ

れていますか。 
※ 

③銀行口座に振込まれた売上代金が、売上に計上されていますか。  

④家事消費や事業用消費した金額を売上に計上されていますか。  

⑤空箱・段ボール等の売却代金や、受け取りリベートは、雑収入に計上されて

いますか。 
 

仕   入 

①昨年すでに仕入に計上した買掛金が、今年も仕入に計上されていませんか。 ※ 

②今年末までに、まだ支払っていない買掛金は、仕入に計上されていますか。 ※ 

③仕入返品や仕入値引き分の処理はできていますか。  

期 末 棚 卸 ①棚卸しは必ず行なってください。 ※ 

租 税 公 課 

①所得税・住民税・各種健康保険料など、経費にならないものを除外されてい

ますか。 
 

②店舗（事業）併用住宅にかかる固定資産税の

ように事業用と家事用の両方に使用してい

るときは、家事用部分を除外されています

か。 

 

★ 事業用部分と家事用部分

を１つの請求で支払って

いる場合には、使用時間・

使用割合など、自分で最も

適当とする割合で按分し

てください。 

 

 

水 道 光 熱 費 

①家事用部分は、除外されていますか。 

 

通 信 費  

損 害 保 険 料  

地 代 家 賃  

減 価 償 却 費 
◎取得価額が１０万円以上のものは、減価償

却の対象となります。＊選択事項有り 
☆ 

接 待 交 際 費 
①事業に関係ない家事費部分が入っていませんか。家事費分は経費になりませ

んので、除外されてください。 
 

修 繕 費 
①１つの修理・改良などのために要した金額が２０万円未満のときは修繕費に

なりますが、それ以外のときは、複雑な判断が必要となります。 
☆ 

給 料 賃 金 

 

 

専 従 者 給 与 

 

①事業主の生活費が含まれていませんか。（生活費は経費になりません）  

◎年末調整は済んでいますか。また、源泉徴収税額の納付は済みましたか。  

①届け出は済んでいますか。  

②１５歳以上・生計を一にしている・専ら仕事に従事している等の条件にあっ

ていますか。 
 

③経費に算入した専従者給与を受けた人は、配偶者控除・配偶者特別控除また

は、扶養控除を受けることは出来ません。 
 

貸 倒 金 
①自分で貸し倒れと思っても、税法上厳しい判断基準がありますのでご注意く

ださい。 
 

消 耗 品 費 

備 品 費 
① 取得価額が１０万円以上のものが含まれていませんか。  

令和３年分の決算と申告に当たって今一度ご検討いただくために、従来からの

誤りの多い事項等のうち主な事項を一覧表にしましたのでご活用ください。 

 

◎現金主義の届け出を出している方は、※チェック欄は必要ありません。 

☆青色申告者が平成 18 年４月１日から令和４年３月３１日までの間に、取得価額３０万未満の減価償却資
産を取得し、業務に使用した年にその取得価額を必要経費（年の合計額は３００万円を限度）とすること
ができます。（少額の減価償却資産の特例）但し、減価償却計算欄へ合計額・措置法 28 条 2 適用記載・
適用した減価償却資産の明細別途保管などが必要です。 

 また、固定資産税（償却資産税）への影響がありますので、くわしくは事務局までご相談下さい。 

 

消費税課税事業者の方は、集計す

るのに注意が必要です。 

 

確定申告直前決算チェックシート 
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④ 

その他、各自治体の「協力金」など支援 

「酒類販売事業者支援金」（各月上限額/30～10 万円※条件有） 

「営業時間短縮・休業要請協力金」【第９期】 

沖縄県の支援策 「沖縄県観光関連事業者等応援プロジェクト支援金」 

国の支援策 「月次支援金」 

「支援金」「協力金」などのお知らせ 

追加給付決定！ 

詳しくは沖縄県ＨＰで！ 


